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カ
イ
l

カ
ウ

木
県
右
衛
門
・
中
川
平
騰
を
将
と
し
、
馬
廻
一
番
組
・

こ
番
組
を
編
成
し
て
異
絡
に
磁
せ
し
め
ん
と
し
た
。

然
る
に
こ
の
時
文
治
艇
に
久
L
〈
、
士
銀
弛
緩
し
て

民
た
か
ら
、
僕
隷
の
徒
出
陣
を
恐
れ
、
仕
を
醗
し
て

郷
に
溜
る
も
の
す
ら
あ
b
、
奥
右
衛
門
も
そ
の
任
に

越
し
な
か
っ
た
と
見
え
、
同
局
廿
八
日
之
を
兎
じ
、

金
森
蹴
之
助
を
以
て
代
ら
し
め
た
。
最
之
助
は
疎
千

七
百
石
脅
受
け
る
者
で
あ
っ
た
が
、
性
甚
だ
怯
儒
、

亦
白
川
泊
し
て
残
し
た
。
是
を
以
て
苧
謄
濁
b
事
に
笛

っ
た
が
、
五
年
三
周
祷
腐
の
闘
の
詑
〈
や
、
若
し
外

越
の
事
起
ら
ぽ
、
親
ら
事
を
臨
す
ぺ
し
と
な
し
、
九

月
常
備
の
警
戒
を
解
い
た
。

C
一U
文
政
の
警
戒

l
文
政
八
年
二
局
幕
府
は
外
凶
飴

打
挽
令
を
設
し
、
諸
闘
の
航
海
者
に
封
し
、
努
め
て

異
凶
般
に
逝
迦
せ
ざ
る
航
絡
を
揮
ば
し
め
、
叉
奥
凶

人
と
親
和
す
る
こ
と
な
か
る
べ
き
を
厳
戒
し
た
が
、

加
賀
稼
は
そ
の
命
を
奉
じ
て
勝
一
尽
を
沿
海
諸
滞
に
建

設
し
た
。

会
一
〉
天
保
・
嘉
永
の
曾
戒

l
天
保
十
四
年
幕
府
は
諸

侯
に
命
じ
て
海
俸
の
防
備
を
般
に
し
、
萌
祥
兵
式
の

練
習
や
・
奨
励
L
た
か
ら
、
加
賀
滞
は
八
月
廿
九
日
諮

問
正
直
を
能
脅
に
漉
し
て
轡
備
の
訟
を
講
ぜ
し
め
、

越
え
て
wm永
元
年
八
周
八
日
に
は
、
調
刑
務
自
ら
打
木

部
に
大
胞
の
護
射
を
検
閲
し
た
。
話
時
英
米
の
般
舶

徐
々
我
が
近
海
に
来
た
が
、
能
載
の
神
合
で
も
亦
般

影
を
認
め
た
と
い
ふ
も
の
が
あ
っ
た
。
国
よ
り
そ
の

服
貨
は
不
明
で
あ
る
が
、
持
壌
は
強
め
緩
急
に
際
ず

る
が
録
、
二
年
二
月
サ
四
日
令
を
渡
L
、
若
し
外
舶

の
着
脱
す
る
も
の
あ
ら
ば
、
直
に
銃
手
ご
組
や
・
渡
し

て
曾
戒
の
任
に
笛
ら
し
め
、
然
る
後
必
要
に
路
じ
て

兵
員
を
増
す
べ
き
こ
と
を
告
げ
、
コ
一
年
四
用
費
泰
の

江
戸
よ
り
爵
る
と
き
、
亦
越
中
の
海
岸
を
遮
麗
し
、 も l
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四
日
文
能
号
.
に
向
か
ひ
、
サ
ア
九
日
胸
城
し
た
。
か
〈
一
純
亦
之
に
従
号
た
が
、
後
仕
や
・
僻
し
て
背
山
侯
の
紛

の
如
〈
務
が
裕
防
に
な
'
脅
注
い
だ
際
、
六
月
米
凶
の
-
と
な
り
、
三
十
一
丸
歳
よ
り
四
方
に
滋
び
、
来
十
齢
越

水
師
提
督
ペ
ル
リ
来
航
の
事
が
あ
っ
た
の
で
、
九
月
一
後
に
入
り
、
文
化
二
年
夏
詮
に
杖
脅
金
搾
に
留
め
、

一
一
一
日
能
帝
.
・
越
中
治
掘
に
成
兵
売
促
芭
L
、
十
周
六
一
そ
の
閣
総
巾
守
見
、
コ
一
年
秋
金
滞
よ
り
復
京
に
上
り
、

日
老
巨
木
多
政
泊
や
・
越
中
に
一
蹴
し
て
滋
訟
や
・
踏
資
せ
一
惟
や
.
下
し
て
教
授
L
、
十
四
年
五
月
什
九
日
齢
六
十

し
め
、
十
一
月
初
め
て
務
内
に
大
勉
脅
銀
盤
し
、
十
さ
や
・
以
て
裂
し
た
。
自
治
鶴
府
染
経
桝
の

mmに
深
〈
、

一
一
周
銃
飽
鐙
遺
携
を
訓
北
部
鈴
見
村
に
設
け
た
0

・w
析
す
腕
多
か
っ
た
。
そ
の
巾
、
海
保
健
平
群
及
び
或

(
四
〉
安
政
以
後

l
次
い
で
安
政
元
年
三
月
十
一
一
-
目
、
一
間
は
、
自
治
鶴
が
加
賀
侯
の
侍
医
の
銭
に
諮
ぷ
る
腕
-P.

奥
村
築
逝
を
誼
は
し
て
能
載
の
沿
海
青
抑
制
調
せ
し
↑
錠
記

L
た
も
の
。
取
蛾
は
、
文
化
一
一
年
滞
毘
富
永
櫨

め
、
四
用
十
三
日
江
戸
よ
り
隠
っ
た
途
次
、
越
巾
魚
一
説
が
明
年
出
府
す
る
そ
以
て
、
そ
の
心
得
青
書
L
て

津
に
於
い
て
自
ら
成
兵
の
演
武
帝
凶
L
た
。
こ
の
周
一
奥
へ
た
る
も
の
o
網
H
駁
談
は
上
京
の
後
加
賀
務
の

叉
領
民
の
異
凶
般
を
認
め
て
注
恕
す
る
も
の
あ
る
と
一
鰐
併
に
就
き
剥
仇
し
た
も
の
で
あ
る
o
皐
鶴
亦
文
章
を

き
、
宿
騨
脅
し
て
特
に
利
似
青
奥
へ
し
め
る
鈎
激
め
一
能
〈
し
、
訴
は
張
天
錫
の
械
や
・
汲
み
、
北
宗
の
識
も

飛
脚
札
を
海
隣
諸
村
に
頒
ち
、
八
月
柿
山
際
淑
そ
龍
一
描
い
た
。
泌
に
宇
一
つ
て
は
紛
勾
の
み
で
諮
問
に
及
ば

っ
て
能
稜
の
・
海
岸
脅
成
ら

l
め
、
叉
西
洋
防
法
ゃ
.
・
前
一
な
い
。

ぜ
し
め
る
受
話
に
枇
特
例

m・p-m聞
い
た
。
九
月
品
川
市
.
一
カ
イ
ホ
ツ
開
設
石
川
端
乙
丸
の
内
の
小
学
。

日
野
務
自
ら
鈴
見
の
銃
勉
鍛
造
所
・
土
問
水
の
痢
稲
一
カ
イ
ホ
ツ
シ
ョ
ウ
開
設
定
康
正
一
…
年
造
内
装

聞
を
巡
視
し
た
が
、
幾
く
も
な
〈
加
・
悔
の
領
裕
を
一
段
銭
蹴
民
間
引
付
に
.
『
一

nrA一
白
・
交
関
枇
領
丹
波
闘

航
行
す
る
一
間
関
館
宇
.
認
め
、
待
外
凶
に
封
し
て
柁
怠
一
三
和
限
公
文
蟻
雌
加
州
開
渡
陪
段
銭
。
』
と
あ
る
。
今

を
怠
る
べ
か
ら
ざ
る
や
・
痛
感
し
た
。
こ
の
堤
防
の
凶
一
能
央
郷
上
聞
寝
村
・
下
関
獲
村
あ
る
も
の
是
で
あ
ら

籍
は
不
明
で
あ
っ
た
が
、
滞
は
M
月
H
V
一
一
日
之
に
闘
す
。

す
る
事
情
そ
幕
府
の
大
同
付
柳
生
掃
府
守
に
巾
告
し
一
カ
イ
ホ
ツ
ξ
ヨ
ウ
開
設
名
路
涼
軒
目
録
長
線

た
。
文
久
ご
年
十
一
一
月
廿
九
日
滞
は
ま
た
純
巾
の
伏
ニ
ヱ
年
九
月
品
目
八
日

η僚
に
、
加
州
永
生
寺
領
開
設
名

木
及
び
放
生
禄
に
成
脅
也
き
、
三
年
四
月
四
日
能
積
一
の
こ
と
が
叙
さ
れ
て
限
る
。
こ
の
開
設
名
が
、
今
の

の
臥
.
辛
一
・
珠
洲
一
一
榔
に
海
防
の
兵
吟
唱
せ
し
め
た
o

-
何
れ
で
あ
る
か
は
知
り
縫
い
。

カ
イ
ポ
ウ
カ
タ
ヌ
シ
ヅ
キ
海
防
方
自
主
付
滞
米
一
カ
イ
マ
イ
廻
米
議
有
の
御
成
米
は
、
そ
の
必

外
附
紡
来
航
の
頃
よ
h

リ
設
け
ら
れ
た
騰
で
、
年
指
令
了
間
武
と
す
る
鎖
脅
貯
縦
・
し
、
縫
俄
や
・
大
坂
に
廻
抑
制
し
て

以
て
之
に
補
し
、
領
閥
沿
織
の
替
備
に
中
.
任
し
た
。
一
民
却
L
た
。
廻
米
と
も
、
上
せ
米
と
い
ふ
も
の
印
ち

カ
イ
ポ
ヨ
ウ
カ
タ
海
保
皐
館
総
は
.
皐
縮
、
宇
一
回
起
で
あ
る
。
こ
の
大
坂
廻
米
は
筑
永
十
五
年
に
初
台
、

は
高
和
、
背
践
と
脱
し
、
活
都
青
餓
平
と
い
ふ
。
突
.
後
一
た
び
巾
絶
し
た
が
、
正
保
四
年
以
降
は
常
に
行

は
尼
ヶ
崎
侯
青
山
氏
の
老
庖
角
間
市
左
衛
門
。
皐
鵠
~
は
れ
た
。

賓
暦
五
年
江
戸
に
生
ま
れ
、
幼
よ
り
宇
佐
美
稽
水
の
カ
イ
モ
ン
ク

一
四
四

に
、
『
綴
門
寺
と
て
蹄
宗
あ
り
。
寺
領
三
十
侠
也
。
昔

は
白
山
氏
の
汗
提
腕
に
て
、
寺
領
三
十
石
也
。
其
寺

代
官
の
筋
円
の
百
姓
に
=
一
郎
太
郎
と
で
あ
り
。
此
寺

を
海
門
寺
と
一
お
ふ
こ
と
は
向
に
島
の
制
限
の
糊
間
合

ひ
て
、
こ
な
た
よ
り
は
漸
ご
一
一
一
聞
に
見
え
て
、
此
寺

の
門
と
み
ゆ
る
也
。
依
て
海
門
寺
と
慨
す
る
闘
。
』
と

あ
る
。カ

イ
モ
ン
ジ
海
門
寺
路
島
地
大

mの
内
の
小

字
。

カ
イ
リ
ク
セ
ワ
ユ
ツ
キ
海
陸
世
話
日
記
ご
加
。

加
賀
苦
附
捕
の
人
長
氏
の
箸
で
あ
る
。
著
者
は
活
舶

を
梁
と
し
、
慌
に
諸
凶
に
往
来
し
た
が
、
寛
文
八
年

夏
奥
州
市
部
梅
上
に
於
い
て
鱗
風
に
巡
ひ
、
上
院
の

後
土
民
の
鎚
に
積
荷
や
・
奪
は
れ
・
た
。
闘
っ
て
之
を
更

に
訴
へ
た
が
得
る
と
こ
ろ
な
〈
、
濯
に
闘
東
に
煎
っ

て
上
訴
し
、
文
京
都
に
仔
っ
て
僻
奏
に
巾
告
し
た
。

本
替
は
も
と
こ
の
一
件
を
自
観
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
大
山
市
寺
の
児
玉
消
信
が
静
斡
し
、

E
徳
ご
年
の

序
を
添
へ
た
。

カ
イ
レ
ン
海
運
海
部
は
白
山
行
者
の
徒
で
あ

る
。
法
務
総
駿
杷
に
、
沙
門
綴
諮
は
越
中
の
人
。
志

法
務
総
紛
に
在
っ
た
が
、
多
年
の
功
や
・
積
ん
で
倫
晴

諭
す
る
や
・
得
な
か
っ
た
。
闘
っ
て
諜
〈
肝
胞
に
銘
じ

て
此
の
棋
を
欽
似
し
‘
立
山
・
白
山
そ
の
他
の
鎚
場
品

に
審
問
し
て
祈
総
し
、
脱
行
苦
行
食
を
断
ち
鑑
や
.
断

っ
て
そ
の
コ
一
回
聞
や
.
制
し
た
と
あ
る
。
こ
の
行
者
は
村

上
天
山
市
の
天
徳
元
年
入
滅
し
た
と
い
は
れ
る
。

カ
ウ
サ
カ
カ
ゲ
カ
ズ
上
坂
長
員
活
癖
平
次
兵

衛
。
平
兵
衛
の
係
で
、
繭
左
衛
門
の
子
。
寛
政
元
年

治
知
一
一
一
千
.h〈
内
一
点
百
石
典
力
知
〉
奇
襲
ぎ
、
定
祷
火

消
・
天
徳
院
受
取
火
消
に
隠
任
し
、
文
化
十
年
夜
。

カ
ウ
ザ
カ
カ
M
V
ヨ
リ
上
坂
長
徒
過
穂
卒
九
郎
。


